
貴
族
日
記
と
説
話

一
二
七

一　

は
じ
め
に

保
元
の
乱
で
横
死
し
た
藤
原
頼
長
は
卓
越
し
た
学
才
で
夙
に
知
ら
れ
て
い
る

が
、
頼
長
に
は
学
問
の
師
が
複
数
存
在
し
た
。
藤
原
令
明
、
藤
原
敦
光
、
源
師

頼
、
中
原
師
安
、
藤
原
通
憲
な
ど
、
頼
長
が
師
友
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
人
物
は

少
な
く
な
い
が
、
藤
原
成
佐
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
成
佐
は
頼
長
が
始
め
た

経
書
講
論
に
当
初
か
ら
加
わ
り
、
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
共
に
学
問
の
研
鑽
を

積
む
一
方
で
、
頼
長
に
近
侍
し
、
時
に
は
頼
長
の
過
ち
を
正
す
諫
臣
で
も
あ
っ

た
。
頼
長
の
日
記
『
台
記
』）1
（

に
は
漢
籍
に
基
づ
く
成
佐
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
成
佐
の
作
っ
た
「
泰
山
府
君
都
状
」
か
ら
も
そ
の
高
い
学
識
が
窺

え
る
。
頼
長
は
多
く
の
学
者
の
中
で
も
成
佐
を
最
も
重
用
し
た
。
告
文
「
請
以

成
佐
任
式
部
権
少
輔
之
状
」
で
は
師
匠
尊
重
を
説
き
、
頼
長
の
推
挙
に
よ
っ
て

成
佐
は
上
臈
十
二
人
を
超
え
て
式
部
権
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
成
佐
が
頼
長
の

学
問
や
思
想
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
ず
、
そ
の
交
誼
は
『
台
記
』
に
具
に

記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
病
床
に
あ
る
成
佐
の
平
癒
を
祈
る
場
面
や
、
成
佐
の
死

後
に
諫
言
を
思
い
出
す
場
面
は
影
響
力
の
大
き
さ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
成
佐
の
記
事
は
他
の
日
記
・
記
録
類
に
見
出
し
難
く
、
詩

文
や
説
話
も
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
。
詩
や
文
章
に
関
し
て
は
、『
台
記
』
の
保

延
五
年
（
一
一
三
九
）
六
月
四
日
条
に
詩
句
が
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
十

二
月
七
日
条
に
都
状
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
）
2
（

。
ま
た
、
説
話
に
つ
い

て
は
『
続
古
事
談
』
と
『
古
今
著
聞
集
』
に
同
趣
の
話
が
一
話
ず
つ
収
録
さ
れ

る
だ
け
で
、
現
存
す
る
記
事
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
成
佐
に
関
係
す

る
話
題
を
多
く
記
す
『
台
記
』
は
、
人
物
を
知
る
上
で
の
第
一
級
資
料
と
言
え

る
。こ

れ
ま
で
成
佐
を
扱
っ
た
研
究
は
極
め
て
少
な
い
が
）
3
（

、
平
安
時
代
末
期
の
摂

関
家
周
辺
の
学
問
や
文
学
、
そ
し
て
頼
長
と
い
う
特
異
な
人
物
を
考
え
る
上
で
、

成
佐
を
取
り
上
げ
て
検
証
す
る
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
ま
た
、
頼
長
周
辺
の
人

物
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
説
話
文
学
の
範
疇
に
お
い
て
『
台
記
』
の
受
容

を
考
え
る
契
機
と
も
な
り
う
る
。『
続
古
事
談
』
と
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
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二
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ど
ち
ら
も
菅
原
登
宣
の
夢
に
亡
く
な
っ
た
成
佐
が
現
れ
、
三
途
を
免
れ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
二
つ
の
成
佐
説
話
は
、『
台
記
』

で
頼
長
に
敬
重
さ
れ
た
才
士
の
末
路
と
し
て
、
悲
劇
性
を
強
く
印
象
付
け
る
。

そ
の
一
方
で
、
頼
長
周
辺
で
成
立
し
た
説
話
と
考
え
る
と
、『
台
記
』
の
理
解

か
ら
説
話
を
補
強
的
に
読
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
両
説
話
集
で
は
説
話
の
記

述
や
解
釈
に
差
異
が
あ
る
が
、
二
説
話
を
『
台
記
』
の
記
述
か
ら
詳
細
に
検
討

す
る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
説
話
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。本

稿
は
、
二
つ
の
成
佐
説
話
を
『
台
記
』
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
、
改
め
て

解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、『
台
記
』
か
ら
頼
長
周
辺
の
説
話
を
読
み
解
く
意

義
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、『
台
記
』
な
ど
頼
長
周
辺
を

淵
源
と
す
る
説
話
群
を
想
定
し
、「
頼
長
淵
源
説
話
」
に
つ
い
て
今
後
検
討
し

て
い
く
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、『
続
古
事
談
』
と
『
古
今
著
聞
集
』
の
成
佐
説
話
に
つ

い
て
、
そ
の
本
文
と
内
容
を
確
認
す
る
。
次
に
、
成
佐
の
人
物
像
に
つ
い
て
『
台

記
』
を
中
心
に
整
理
し
、
頼
長
と
の
人
間
関
係
や
学
問
上
の
交
流
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
そ
し
て
、『
台
記
』
の
記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
二
つ
の
成
佐
説
話
を

考
察
す
る
こ
と
で
改
め
て
解
釈
を
行
い
、
頼
長
を
中
心
と
し
た
説
話
世
界
を
考

え
る
一
助
と
し
た
い
。

二　

二
つ
の
成
佐
説
話

『
続
古
事
談
』
は
編
者
未
詳
、
跋
文
に
よ
る
と
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
成
立
、

『
古
今
著
聞
集
』
は
橘
成
季
の
撰
、
跋
文
に
よ
る
と
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）

成
立
の
説
話
集
で
あ
る
。

〔
続
古
事
談
、
巻
二
（
九
一
）〕

式
部
少
輔
成
佐
と
云
博
士
、
在
生
之
時
、「
事
善
は
無
益
の
事
也
。
後
世

の
為
に
理
観
を
こ
ら
す
べ
き
な
り
」
と
常
に
い
ひ
け
り
。
死
て
後
、
菅
登

宣
と
い
ひ
し
者
の
夢
に
、
か
た
ち
い
み
じ
く
お
と
ろ
へ
て
、
く
ず
の
は
か

ま
に
、
あ
を
ば
み
た
る
衣
を
き
て
あ
り
け
れ
ば
、「
後
世
は
い
か
に
」
と

問
け
れ
ば
、「
三
途
を
ま
ぬ
か
れ
ず
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
平
生
の
と
き
た

て
ら
れ
し
義
は
い
か
に
」
と
問
け
れ
ば
、「
焔
王
の
疑
問
を
え
て
、
其
義

を
述
る
に
あ
た
は
ず
」
と
な
ん
い
ひ
け
る
。
生
を
へ
だ
て
つ
れ
ば
、
才
学

の
も
の
も
思
ほ
ど
の
事
い
ひ
ひ
ら
き
が
た
き
に
こ
そ
。
あ
は
れ
な
る
事
也
。

〔
古
今
著
聞
集
、
巻
十
三
（
四
五
九
）〕

仁
平
元
年
九
月
七
日
夜
、
菅
登
宣
が
夢
に
、
故
式
部
権
少
輔
成
佐
、
法
師

が
か
た
ち
に
て
、
や
せ
い
ま
〳
〵
し
げ
に
て
、
あ
を
き
衣
に
袴
を
き
て
、

三
途
を
の
が
れ
ざ
る
よ
し
を
語
。
登
宣
、「
平
生
に
た
つ
る
処
の
儀
い
か

に
」
と
尋
け
れ
ば
、「
炎
魔
王
の
疑
難
を
え
て
は
、
其
儀
を
の
ぶ
る
事
あ

た
は
ず
」
と
い
ひ
け
り
。
成
佐
漢
才
に
長
じ
て
、
よ
く
仁
義
礼
智
信
を
し

り
た
り
け
れ
ど
も
、
後
生
の
事
を
さ
と
ら
ず
し
て
、
か
ゝ
る
く
る
し
み
を
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え
け
る
に
や
。か
な
し
む
べ
き
事
也
。同
十
一
月
廿
九
日
、宇
治
の
お
と
ゞ
、

成
佐
が
弟
子
ど
も
に
支
配
し
て
、
一
日
に
三
尺
地
蔵
菩
薩
の
像
を
図
絵
し
、

法
花
経
一
部
を
書
写
し
て
、
成
佐
が
妻
が
も
と
に
て
供
養
せ
ら
れ
け
る
。

お
と
ゞ
は
、
成
佐
が
弟
子
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
久
寿
元
年
の
春
の
比
、

お
と
ゞ
の
勾
当
有
忠
が
夢
に
、
成
佐
鬼
道
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
人
を
害

す
る
心
な
し
と
み
た
り
け
り
。
い
か
な
り
け
る
事
に
か
。

両
話
と
も
、
成
佐
の
死
後
、
菅
原
登
宣
の
夢
に
憔
悴
し
た
姿
で
現
れ
る
。
成

佐
は
閻
魔
王
（
焔
王
、
炎
魔
王
）
の
疑
問
に
対
し
て
生
前
に
立
て
た
義
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
三
途
す
な
わ
ち
三
悪
道
を
免
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

両
者
を
概
観
し
て
比
較
す
る
と
、『
続
古
事
談
』
は
「
事
善
は
役
に
立
た
な
い

こ
と
で
あ
る
。
来
世
の
た
め
に
理
観
に
集
中
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
成
佐

の
生
前
の
言
葉
を
載
せ
て
い
る
。
才
学
に
優
れ
た
人
物
も
冥
途
で
は
上
手
く
弁

明
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
説
話
の
趣
旨
で
あ
る
。
一
方
、『
古
今
著
聞
集
』

に
は
生
前
の
言
葉
は
な
い
が
、
年
月
日
を
明
記
し
、
成
佐
が
漢
才
に
長
じ
、
五

常
を
弁
え
て
い
た
こ
と
、
後
世
を
悟
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
三
悪
道
に
堕
ち
た
理
由
と
し
て
仏
道
を
疎
か
に
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、

『
続
古
事
談
』
の
論
理
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
頼
長
（
宇
治
の
お
と
ゞ
）
が
成

佐
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
、
そ
の
供
養
と
成
佐
の
そ
の
後
に
つ
い
て
記

す
。
す
な
わ
ち
、
頼
長
が
成
佐
の
弟
子
た
ち
に
指
示
し
て
供
養
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
頼
長
の
勾
当
源
有
忠
の
夢
に
、
成
佐
は
餓
鬼
道
に
い
た
が
、
人
に
害
を
加

え
る
様
子
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
本
話
の
趣
旨
は
直
ち
に
決
し
難
い
が
、
少
な

く
と
も
、
漢
才
に
優
れ
、
五
常
を
弁
え
た
成
佐
が
仏
道
を
軽
ん
じ
て
三
悪
道
に

堕
ち
た
こ
と
、
頼
長
の
供
養
と
成
佐
の
夢
告
を
語
る
こ
と
が
、『
古
今
著
聞
集
』

の
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

両
話
の
出
典
は
未
詳
で
あ
る
。
但
し
、
両
説
話
集
の
『
台
記
』
受
容
に
つ
い

て
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。『
続
古
事
談
』
は
六
話
（
七
、
五
二
、
六
九
、

七
七
、
一
三
七
、
一
五
九
）、『
古
今
著
聞
集
』
は
少
な
く
と
も
十
三
話
（
九
五
、

九
六
、
一
二
四
〜
一
二
六
、
二
七
四
、
二
八
〇
、
二
八
二
〜
二
八
四
、
四
二
二
、

五
九
七
、
六
八
八
）
が
『
台
記
』
の
記
事
と
共
通
し
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
い
ず

れ
も
『
台
記
』
以
外
に
先
行
す
る
同
類
話
が
見
出
せ
な
い
た
め
、『
台
記
』
を

典
拠
と
し
た
可
能
性
が
高
い
）
4
（

。
両
説
話
集
の
編
者
が
共
に
『
台
記
』
を
直
接
参

看
し
た
こ
と
は
、
成
佐
説
話
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
説
話
配
列
の
観
点
か
ら

両
説
話
集
の
解
釈
を
確
認
し
、
一
度
『
台
記
』
と
は
切
り
離
し
た
形
で
説
話
の

趣
旨
を
考
え
て
み
た
い
。

『
続
古
事
談
』
で
は
「
臣
節
」
に
入
る
。
前
話
ま
で
は
和
歌
に
関
わ
る
話
題

が
続
き
、
本
話
以
降
は
後
世
や
往
生
の
話
が
続
く
。
特
に
後
話
は
夭
折
し
た
藤

原
通
輔
が
息
子
公
明
の
夢
で
詩
を
作
り
、
初
め
は
下
地
で
五
濁
の
浪
を
受
け
た

が
、
漸
く
天
上
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
れ
は
父
母
が
千
日
講
を
行
っ

て
通
輔
の
後
世
を
弔
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
死
者
の
後
世
が
夢
中
に
示
さ

れ
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
夢
告
の
内
容
は
成
佐
が
三
悪
道
を
免
れ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
と
好
対
照
を
成
す
。

本
話
で
は
頼
長
と
の
関
係
な
ど
成
佐
個
人
に
つ
い
て
多
く
を
記
さ
ず
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
成
佐
を
一
人
の
学
者
と
し
て
、
よ
り
抽
象
化
し
て
捉
え
て
い
る
。
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「
事
善
は
無
益
の
事
也
。
後
世
の
為
に
理
観
を
こ
ら
す
べ
き
な
り
」
と
い
う
自

ら
の
仏
教
観
を
常
に
口
に
し
て
い
た
学
者
が
、
冥
途
で
は
才
学
を
発
揮
で
き
ず
、

三
悪
道
に
堕
ち
る
。
博
士
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
学
者
の
学
問
が
死
後
は
役
に

立
た
な
か
っ
た
こ
と
が
本
話
の
趣
意
で
あ
り
、
こ
の
説
話
の
面
白
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
佐
が
優
れ
た
学
者
で
あ
る
点
に
眼
目
が
あ
り
、
逆
説
的

に
は
成
佐
の
学
問
的
資
質
を
保
証
す
る
説
話
と
も
言
え
る
。

一
方
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
「
哀
傷
」
に
入
り
、
本
話
の
主
眼
が
人
の
死

に
対
す
る
悲
し
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
話
は
藤
原
重
隆
が
冥
官
と
な
り
、

白
河
院
が
死
後
生
ま
れ
変
わ
る
所
が
決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
或
人
の
夢
で
語

り
、
鳥
羽
院
が
追
善
を
行
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
後
話
は
高
野
山
を
出
た

西
行
が
鳥
羽
院
の
葬
送
に
巡
り
合
わ
せ
て
和
歌
を
詠
む
話
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も

死
者
へ
の
哀
傷
に
関
わ
る
点
で
共
通
す
る
が
、
特
に
前
話
は
死
者
へ
の
追
善
と

い
う
主
題
で
繋
が
る
。
し
か
し
、
鳥
羽
院
が
追
善
を
行
っ
た
と
い
う
記
述
で
終

わ
る
前
話
に
対
し
、
本
話
は
追
善
の
結
果
が
記
さ
れ
る
点
で
異
な
る
。
三
悪
道

（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）
を
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
夢
告
を
受
け
て
、
頼

長
は
追
善
供
養
を
行
う
が
、
成
佐
は
三
悪
道
の
一
つ
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
。
確

か
に
、「
人
を
害
す
る
心
な
し
」
と
見
え
た
点
に
お
い
て
、
頼
長
の
供
養
が
あ

る
程
度
成
佐
の
苦
患
を
和
ら
げ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
と

し
て
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
こ
と
は
、
供
養
が
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な
霊
験
を
発
揮
し
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
話
で
は
法
師
姿
の
成
佐
が
登
場
し
、
生
前
に
来
世
に
向
け
た
徳
行
を
積
ま

な
か
っ
た
た
め
に
三
途
の
苦
し
み
を
得
た
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
餓
鬼
道
に

堕
ち
た
こ
と
、
そ
の
後
供
養
を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
、
全
体
的
に
仏
教
的
色
彩

が
強
い
。
話
末
に
「
い
か
な
り
け
る
事
に
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
頼
長
の
供
養

と
成
佐
の
そ
の
後
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
成
佐
説
話
は
記
述
内
容
や
解
釈
に
少
な
か
ら
ず
差
異
が

見
受
け
ら
れ
る
。『
続
古
事
談
注
解
』
は
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
頼
長
周
辺
の

話
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、『
続
古
事
談
』
で
は
頼
長
に
全
く

言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
成
佐
が
三
悪
道
に
堕
ち
た
原
因

に
つ
い
て
、『
古
今
著
聞
集
』
が
漢
才
と
道
心
と
の
対
照
に
中
心
を
置
く
の
に

対
し
、『
続
古
事
談
』
は
「
事
善
は
無
益
の
事
也
。
後
世
の
為
に
理
観
を
こ
ら

す
べ
き
な
り
」
と
言
っ
て
の
け
る
成
佐
の
憍
慢
さ
を
読
み
取
っ
て
い
る
）
5
（

。

こ
の
二
説
話
を
考
え
る
手
掛
か
り
は
頼
長
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
成
佐
、
登

宣
、
有
忠
と
い
う
人
物
が
頼
長
周
辺
の
人
物
で
あ
り
、
彼
ら
を
詳
し
く
知
る
た

め
に
は
『
台
記
』
を
紐
解
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
源
有
忠
は

頼
長
の
勾
当
で
あ
り
、
菅
原
登
宣
は
成
佐
と
同
様
に
頼
長
に
近
習
し
た
儒
者
で

あ
っ
た
。

有
忠
は
従
五
位
下
、
美
濃
守
信
邦
の
子
で
、
上
西
門
院
判
官
代
で
も
あ
っ
た

（『
尊
卑
分
脈
』）。『
古
今
著
聞
集
』
に
記
さ
れ
る
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
に
は
、

頼
長
が
吉
田
神
社
に
神
馬
を
奉
る
際
の
使
い
と
し
て
「
行
事
勾
当
源
有
忠
」
の

名
が
見
え
る
（
久
寿
元
年
四
月
十
八
日
条
）。
成
佐
が
死
の
直
前
、
病
で
穀
物

が
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
に
は
、
成
佐
は
有
忠
を
使
い
と
し
て
頼
長
に
薯
蕷

粥
を
請
う
て
い
る
（
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
十
二
月
十
三
日
条
）。

ま
た
、
菅
原
登
宣
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
従
え
ば
文
章
博
士
や
大
学
頭
で
あ
っ
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た
菅
原
時
登
の
子
で
あ
る
が
、『
台
記
』
に
よ
る
と
時
登
の
養
子
で
、
実
父
は

安
楽
寺
別
当
信
永
と
い
う
（
久
安
四
年
十
一
月
二
十
九
日
条
））6
（

。
登
宣
の
先
祖

に
は
道
真
が
お
り
、
文
章
博
士
が
輩
出
し
た
学
問
の
家
で
あ
っ
た
。
登
宣
自
身

も
頼
長
の
行
っ
た
学
問
料
試
に
合
格
し
て
給
料
宣
旨
を
受
け
て
い
る
（『
本
朝

世
紀
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
五
月
二
十
七
日
条
）。
こ
の
学
問
料
試
に
つ

い
て
は
『
古
今
著
聞
集
』
巻
四
（
一
二
六
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、『
保

元
物
語
』
の
諸
本
に
は
、
保
元
の
乱
前
夜
、
頼
長
が
上
洛
し
て
白
河
殿
に
入
っ

た
時
に
同
車
し
て
い
た
人
物
を
登
宣
と
す
る
も
の
も
あ
る
）
7
（

。

成
佐
と
同
様
、
登
宣
の
記
事
も
他
書
に
は
多
く
残
っ
て
い
な
い
が
、『
台
記
』

に
は
そ
の
言
行
が
少
な
か
ら
ず
記
さ
れ
、
頼
長
に
そ
の
才
智
を
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。
頼
長
の
推
挙
に
よ
っ
て
崇
徳
院
に
昇
殿
を
許
さ
れ
た
時
に
は
、「
理

運
に
非
ず
と
雖
も
、
其
の
智
を
愛
す
る
に
依
り
挙
ぐ
る
所
な
り
」
と
記
す
（
久

安
四
年
十
一
月
二
十
九
日
条
）。
ま
た
、『
春
秋
穀
梁
伝
』
の
講
論
で
講
師
を
務

め
た
時
に
は
、「
答
ふ
る
所
分
明
な
り
。
聴
く
者
歎
美
す
。
以
て
范
甯
の
再
生

と
為
す
」
と
あ
り
、『
春
秋
穀
梁
伝
集
解
』
を
著
し
た
こ
と
で
有
名
な
東
晋
の

学
者
范
甯
に
准
え
る
。
久
安
二
年
に
『
老
子
』
を
講
じ
た
時
に
は
「
成
佐
甚
だ

拙
く
、
登
宣
独
歩
す
。
後
生
畏
る
べ
し
畏
る
べ
し
」
と
、
講
師
と
し
て
拙
劣
で

あ
っ
た
成
佐
に
対
し
て
、
問
者
登
宣
の
若
く
卓
越
し
た
才
能
を
称
賛
し
て
い
る

（
久
安
二
年
二
月
二
十
二
日
条
）。
こ
の
よ
う
に
登
宣
は
成
佐
と
共
に
頼
長
主
催

の
講
論
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
頼
長
を
学
問
で
も
っ
て
支
え
た
儒
者
の
一

人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
頼
長
の
使
い
と
し
て
生
前
に
成
佐
の
病
気
を
見
舞
い
、

没
後
に
成
佐
の
母
を
訪
ね
て
喪
を
弔
っ
た
の
も
登
宣
で
あ
っ
た
（
久
安
六
年
十

一
月
五
日
条
、
仁
平
元
年
三
月
二
日
条
）。

登
宣
や
有
忠
が
死
後
の
成
佐
を
夢
に
見
る
所
以
も
、
頼
長
を
中
心
と
す
る
緊

密
な
人
間
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
説
話
を
明
ら
か
に
す
る

最
大
の
手
掛
か
り
は
『
台
記
』
に
あ
る
と
言
え
る
。
頼
長
に
つ
い
て
全
く
言
及

し
な
い
『
続
古
事
談
』
の
成
佐
説
話
に
お
い
て
も
、
頼
長
周
辺
で
成
立
し
た
説

話
と
見
做
し
う
る
の
で
、
や
は
り
説
話
の
裏
側
に
頼
長
の
存
在
を
読
み
取
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
成
佐
や
登
宣
と
い
う
人
物
に
関
わ
る
説
話

を
頼
長
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
か
が
、『
続
古
事
談
』
に
お
け
る
問
題
で

あ
る
。
説
話
の
背
景
に
『
台
記
』
を
想
定
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可

能
と
な
る
か
、
成
佐
の
人
物
考
証
を
通
じ
て
考
察
し
た
い
。
ま
た
、『
古
今
著

聞
集
』
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
頼
長
の
供
養
と
そ
の
後
の
成
佐
に
つ
い
て
で

あ
る
。
仏
教
的
文
脈
の
中
で
頼
長
の
供
養
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
、
餓

鬼
道
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
『
台
記
』
の
記
述
か
ら
考
え
た
い
。

三　

藤
原
成
佐
と
そ
の
才
学

二
つ
の
成
佐
説
話
を
『
台
記
』
か
ら
読
み
解
く
た
め
に
も
、
次
は
成
佐
と
い

う
人
物
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

藤
原
成
佐
は
『
尊
卑
分
脈
』
の
記
述
に
従
う
と
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）

十
二
月
二
十
九
日
に
四
十
四
歳
で
出
家
を
し
て
お
り
、
翌
七
年
正
月
二
日
に
四

十
五
歳
で
卒
し
て
い
る
）
8
（

。
逆
算
す
る
と
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
の
生
ま
れ

と
な
る
。
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成
佐
の
父
は
正
五
位
下
、
駿
河
守
の
藤
原
行
佐
で
、
母
は
賀
茂
道
言
女
で
あ

る
。
父
よ
り
四
代
前
の
邦
恒
か
ら
行
房
、
行
実
、
行
佐
ま
で
代
々
蔵
人
を
務
め

て
お
り
（『
尊
卑
分
脈
』）、
成
佐
自
身
も
天
養
二
年
（
一
一
四
五
）
正
月
七
日

に
蔵
人
に
補
さ
れ
て
い
る
（『
本
朝
世
紀
』）。
ま
た
、
母
方
の
父
で
あ
る
賀
茂

道
言
は
代
々
天
文
・
暦
数
を
司
る
家
系
に
当
た
り
、
道
言
も
暦
博
士
、
陰
陽
頭

な
ど
を
務
め
て
い
る
（『
尊
卑
分
脈
』）。
頼
長
は
成
佐
に
『
周
易
』
の
手
解
き

を
受
け
て
い
る
が
、
易
に
対
す
る
知
識
は
母
方
の
賀
茂
氏
に
由
来
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

頼
長
は
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
十
月
十
二
日
に
、
翌
年
の
甲
子
革
命
の
仗

議
に
向
け
て
学
ぶ
事
を
成
佐
に
相
談
し
、『
周
易
』
に
点
を
加
え
、
摺
本
と
対

校
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
成
佐
の
協
力
を
得
な
が
ら
『
周
易
』
の
学
習

を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
学
ぶ
際
に
も
、

頼
長
は
成
佐
に
摺
本
と
対
校
さ
せ
る
な
ど
手
伝
わ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
康

治
二
年
七
月
十
三
日
条
）。
頼
長
は
自
分
が
成
佐
の
弟
子
で
あ
る
と
記
し
て
い

る
が
（
康
治
二
年
十
二
月
十
八
日
条
）、
或
い
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
学
習
に

没
頭
し
た
康
治
元
年
前
後
に
成
佐
に
師
事
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
尊
卑
分

脈
』
に
も
「
宇
治
左
府
師
匠
云
々
」
と
あ
る
が
、
数
多
の
師
友
を
差
し
置
い
て

唯
一
師
弟
関
係
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
）
9
（

。
後
世
に
お

い
て
頼
長
と
の
師
弟
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
た
傍
証
と
な
り
う
る
。

成
佐
に
関
す
る
古
い
記
事
と
し
て
は
、『
魚
魯
愚
鈔
』
に
そ
の
名
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
三
月
二
十
五
日
の
文

章
生
に
補
さ
れ
た
十
二
人
の
中
に
「
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
成
佐
」
と
あ
り
）
10
（

、
平

信
範
な
ど
と
同
じ
時
に
十
五
歳
で
文
章
生
に
な
っ
て
い
る
。
成
佐
は
そ
の
後
、

文
章
得
業
生
と
な
っ
た
）
11
（

。
康
治
三
年
に
は
雅
楽
助
と
見
え
（
康
治
三
年
二
月
二

十
一
日
条
）、
そ
の
翌
年
に
は
蔵
人
に
補
さ
れ
（
天
養
二
年
正
月
八
日
条
）、
同

年
三
月
に
は
式
部
丞
と
見
え
る
（
天
養
二
年
三
月
六
日
条
）。
成
佐
の
蔵
人
と

し
て
の
働
き
に
つ
い
て
、
頼
長
の
義
兄
藤
原
公
能
は
「
成
佐
蔵
人
に
補
す
る
の

後
、
禁
中
に
古
風
有
り
」
と
評
し
て
お
り
（
天
養
二
年
三
月
二
十
三
日
条
）、

頼
長
が
古
事
復
興
に
努
め
た
事
績
と
も
重
な
る
。
成
佐
は
頼
長
の
志
を
少
な
か

ら
ず
反
映
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
久
安
三
年
二
月
五
日
に

頼
長
は
成
佐
を
家
司
に
補
し
て
い
る
が
、「
成
佐
を
家
司
に
補
す
。
須
く
職
事

に
補
す
る
を
先
と
す
べ
し
。
以
て
故
よ
り
之
を
尊
ぶ
為
に
、
直
ち
に
家
司
に
補

す
」
と
あ
り
、
成
佐
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
成
佐
は
そ
の
後
、
頼

長
の
汲
引
に
よ
っ
て
式
部
権
少
輔
と
な
り
（『
台
記
』『
本
朝
世
紀
』
久
安
四
年

正
月
二
十
八
日
条
）、
新
院
（
崇
徳
上
皇
）
の
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
（
久
安

六
年
八
月
十
九
日
条
）。

特
に
、
式
部
権
少
輔
へ
の
推
挙
は
頼
長
の
成
佐
に
対
す
る
推
重
ぶ
り
が
よ
く

表
れ
て
い
る
。

〔
台
記
、
久
安
四
年
正
月
十
六
日
〕

成
佐
申
文
、〈
式
部
権
少
輔
、〉
付
範
家
令
奏
云
、
成
佐
、
其
才
勝
傍
輩
、

何
不
超
上
臈
乎
、
近
代
、
無
以
才
能
任
弁
官
、
又
如
此
儒
官
、
不
超
上
臈

者
、
誰
人
励
学
乎
、
加
之
、
微
臣
記
名
姓
唯
成
佐
之
力
也
、
臣
大
臣
労
十

三
年
、
以
臣
勤
王
之
功
、
枉
被
賞
成
佐
者
、

頼
長
は
式
部
権
少
輔
の
欠
員
に
成
佐
が
上
臈
を
超
え
て
任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
、
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鳥
羽
法
皇
に
推
挙
し
て
い
る
。
成
佐
を
傍
輩
に
勝
る
才
能
あ
る
儒
官
と
し
、
今

の
自
分
が
あ
る
の
は
た
だ
成
佐
の
力
に
よ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
自
ら
の
大
臣

と
し
て
の
十
三
年
の
功
労
に
代
え
て
成
佐
を
賞
す
る
よ
う
頼
ん
だ
。
こ
れ
に
対

し
、
法
皇
は
「
丞
相
の
推
挙
、
甚
だ
以
て
懇
切
な
り
」
と
頼
長
の
熱
意
を
汲
み

取
っ
て
い
る
（
久
安
四
年
正
月
二
十
三
日
条
）。

さ
ら
に
、
頼
長
は
大
外
記
中
原
師
安
に
命
じ
て
告
文
「
請
以
成
佐
式
部
権
少

輔
之
状
」
を
大
学
寮
の
廟
堂
で
朗
読
さ
せ
、
焼
却
さ
せ
た
が
（
久
安
四
年
正
月

二
十
六
日
条
）、
こ
の
告
文
で
も
頼
長
は
成
佐
の
高
才
と
師
匠
に
対
す
る
恩
を

強
調
し
た
。
そ
し
て
、
頼
長
は
法
皇
へ
奏
上
し
た
時
と
同
趣
の
表
現
を
用
い
な

が
ら
、
成
佐
の
学
才
と
頼
長
の
功
労
に
よ
っ
て
式
部
権
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
る
よ

う
に
「
師
匠
尊
重
」
を
説
き
、
文
宣
王
（
孔
子
）
に
祈
願
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
頼
長
の
推
挙
に
対
し
て
、
摂
政
で
兄
の
忠
通
は
「
上
臈
数
人
有
り

と
雖
も
、
成
佐
才
名
有
り
。
超
え
て
之
を
任
ず
る
に
何
の
難
有
ら
ん
や
」
と
法

皇
に
尋
ね
、
法
皇
は
「
唯
才
名
の
高
き
に
非
ず
。
丞
相
の
挙
有
り
。
之
を
任
ず

る
に
、
誰
人
か
間
然
せ
ん
や
」
と
答
え
（
久
安
四
年
正
月
二
十
六
日
条
）、
久

安
四
年
正
月
二
十
八
日
の
除
目
で
成
佐
は
上
臈
十
二
人
を
超
え
て
式
部
権
少
輔

に
任
ぜ
ら
れ
た
（『
台
記
』『
本
朝
世
紀
』）。
鳥
羽
法
皇
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う

に
、
成
佐
の
昇
進
は
頼
長
の
力
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
成
佐
の
才
学
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

現
存
す
る
『
台
記
』
に
お
け
る
成
佐
の
初
出
は
橋
本
義
彦
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
保
延
五
年
六
月
四
日
の
作
文
会
の
記
事
で
あ
る
）
12
（

。
忠
通
が
主
宰
し
た
作

文
会
に
頼
長
等
と
共
に
参
加
し
、「
看
月
自
忘
暑
」
と
「
花
木
逢
恩
賞
」
の
二

題
に
つ
い
て
詩
を
献
じ
た
よ
う
で
、『
台
記
』
に
は
成
佐
の
「
花
木
逢
恩
賞
」

の
詩
の
腰
句
「
見
粧
如
子
非
凡
種
、
以
邑
事
君
勝
衆
林
」
を
載
せ
る
。
こ
れ
が

唯
一
現
存
す
る
成
佐
の
漢
詩
と
な
る
。
本
文
に
欠
損
が
あ
り
不
分
明
な
が
ら
、

忠
通
は
こ
の
句
を
称
賛
し
た
よ
う
で
あ
る
）
13
（

。

ま
た
、
康
治
二
年
二
月
十
八
日
に
は
、「
午
の
時
、
成
佐
四
季
賦
を
作
る
。

准
南
よ
り
早
し
。
御
前
に
於
い
て
坐
を
去
ら
ず
之
を
作
る
。
失
錯
無
し
。
首
尾

神
妙
」
と
あ
り
、
成
佐
が
当
座
で
詩
を
作
り
、
誤
り
の
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
そ
の
他
、
和
歌
序
を
書
い
た
り
（
天
養
元
年
九
月
十
九
日
条
）、
頼

長
に
言
わ
れ
て
和
歌
を
献
じ
た
り
（
天
養
二
年
三
月
十
七
日
条
）、
崇
徳
院
主

催
の
作
文
会
で
頼
長
の
漢
詩
を
代
作
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
久
安
二
年

十
一
月
一
日
条
）。

こ
う
し
た
成
佐
の
学
才
に
つ
い
て
、
頼
長
は
当
代
の
儒
者
と
比
べ
て
評
価
し

て
い
る
。

〔
台
記
、
康
治
二
年
正
月
一
日
〕

私
四
方
拝
事
、
検
先
例
、
治
暦
四
年
雖
日
食
有
此
事
、
見
御
暦
、
猶
依
為

疑
、
去
年
仰
大
内
記
藤
令
明
・
文
章
得
業
生
成
佐
・
友
業
、〈
无
官
六
位
、〉

令
勘
申
漢
家
之
事
、
令
明
・
友
業
申
可
有
之
由
、
成
佐
申
可
止
之
由
、
案

之
、
成
佐
以
得
理
、
因
止
之
、《
中
略
》
後
日
友
業

0

0

・
成
佐
0

0

等
云
、
見
日

出
間
所
少
蝕
也
、
通
憲
0

0

云
、
全
不
蝕
、
当
世
之
才
士
只
此
三
人
耳
、
因
記

所
申
、

例
え
ば
、
頼
長
は
日
蝕
時
の
私
の
四
方
拝
に
関
し
て
、
令
明
と
成
佐
、
藤
原

友
業
に
漢
家
の
例
に
つ
い
て
勘
申
さ
せ
た
折
、
成
佐
に
理
が
あ
る
と
し
て
四
方
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拝
を
や
め
た
。
そ
し
て
、
友
業
、
成
佐
、
藤
原
通
憲
の
三
人
を
当
世
の
才
士
と

評
し
て
い
る
。
友
業
は
頼
長
近
習
の
学
者
で
、
通
憲
は
信
西
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
る
碩
学
で
あ
る
。

ま
た
、
令
明
の
死
に
際
し
て
、
紀
伝
道
の
儒
者
で
は
敦
光
や
成
佐
な
ど
の
他

に
令
明
に
及
ぶ
者
が
な
か
っ
た
と
評
し
て
お
り
、
成
佐
の
才
を
敦
光
と
令
明
に

比
肩
さ
せ
て
い
る
。

〔
台
記
、
康
治
二
年
八
月
二
十
四
日
〕

大
内
記
令
明
〈
余
師
也
、〉
俄
疾
病
、
将
死
之
由
其
子
敦
任
告
送
、
即
遣

召
覚
証
闍
梨
、
未
来
之
間
、
遣
侍
為
時
問
疾
、
成
佐
来
云
、
已
死
、
但
未

気
絶
、
于
時
余
召
時
秋
欲
挙
楽
、
余
聞
之
令
罷
、
申
刻
〈
終
、〉
覚
証
来
、

即
遣
之
、
帰
来
云
、
已
気
絶
了
、
仍
不
能
祈
帰
了
、
余
悲
之
甚
、
命
家
臣

停
宴
楽
、
伝
聞
、
巳
刻
客
来
、
令
明
端
衣
服
逢
之
、
俄
病
入
臥
内
云
々
、

紀
伝
儒
、
敦
光
・
成
佐
等
外
、
其
才
无
及
令
明
者
、
惜
哉
々
々
、
生
年
七

十
、

令
明
は
大
内
記
や
文
章
博
士
を
務
め
、
頼
長
に
『
孝
経
』
や
『
文
選
』
を
教

え
た
師
で
も
あ
っ
た
（
康
治
二
年
八
月
二
十
五
日
条
）。
ま
た
、
敦
光
は
文
章

博
士
や
式
部
大
輔
を
務
め
た
人
物
で
、
頼
長
の
読
書
始
の
師
で
あ
っ
た
（
天
養

元
年
四
月
二
十
日
条
、
同
年
十
一
月
一
日
条
）。
頼
長
が
い
か
に
成
佐
の
才
学

を
評
価
し
て
い
た
か
が
分
か
る
。

康
治
二
年
七
月
二
十
二
日
、
頼
長
は
孔
子
の
影
前
で
初
め
て
経
書
講
論
を

行
っ
た
が
、
そ
の
記
念
す
べ
き
最
初
の
講
論
で
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
講
師
を
成

佐
に
任
せ
て
い
る
。

〔
台
記
、
康
治
二
年
七
月
二
十
二
日
〕

次
文
章
得
業
生
藤
原
成
佐
〈
通
全
経
大
義
、〉
持
左
伝
巻
第
一
、
進
就
坐

講
経
、
其
辞
義
絶
妙
、
不
可
得
言
、
衆
人
側
耳
歎
美
、

成
佐
は
全
経
の
大
義
に
通
じ
て
い
る
と
頼
長
に
評
さ
れ
、
そ
の
辞
義
は
絶
妙

で
、
衆
人
を
感
心
さ
せ
た
と
い
う
。
成
佐
は
そ
の
後
も
講
論
の
講
師
や
問
者
、

竪
義
の
探
題
な
ど
を
務
め
、
頼
長
の
経
学
を
支
え
る
中
心
的
な
学
者
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
頼
長
の
一
男
兼
長
が
高
陽
院
で
私
に
『
孝
経
』
を
初
め
て
学
習
し

た
時
の
講
師
を
務
め
た
り
（
天
養
二
年
正
月
二
十
一
日
条
）、
頼
長
の
泰
山
府

君
祭
の
都
状
を
作
っ
た
り
す
る
な
ど
（
康
治
元
年
八
月
五
日
条
、
康
治
二
年
十

二
月
七
日
条
）、
公
私
に
わ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
成
佐
の
傑
出
し
た
才
覚
と
頼
長
と
の
親
密
な
師
弟
関
係
は

『
台
記
』
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
人
物
像
を
踏
ま
え
た
上
で
、

以
下
で
は
『
台
記
』
を
手
掛
か
り
に
二
つ
の
成
佐
説
話
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

四　

二
つ
の
説
話
と
『
台
記
』

（
一
）『
続
古
事
談
』
に
お
け
る
諫
臣
成
佐

ま
ず
、
成
佐
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
単
な
る
学
問
の
師
で
は
な
く
、
頼

長
の
諫
臣
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
成
佐
の
諫
言
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

〔
台
記
、
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
九
月
九
日
〕

此
亭
修
造
〈
依
女
御
代
也
、〉
間
、
渡
仲
範
六
条
宅
、
癧
瘍
付
巴
豆
・
漆
等
、

自
漆
木
出
汁
付
之
、
余
召
諸
臣
問
曰
、
未
知
漆
可
否
也
、
先
令
仲
資
試
矣
、
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諸
臣
皆
曰
善
之
、
秀
才
成
佐
進
諌
曰
、
志
有
之
、
損
人
安
己
之
、
君
子
不

為
諸
、
是
君
之
所
知
也
、
疾
雖
瘉
之
、
悪
名
必
遣
代
、
豈
可
謂
善
乎
、
余

即
取
漆
塗
之
、
君
子
曰
、
以
諫
止
君
過
矣
、
忠
直
両
備
、
藤
丞
相
過
無
憚

改
、
詩
曰
、
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
、
其
藤
丞
相
之
謂
乎
、

こ
の
時
、
頼
長
は
腫
物
に
漆
の
汁
を
付
け
る
こ
と
の
可
否
が
分
か
ら
な
い
の

で
、
先
に
仲
資
で
試
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
諸
臣
に
尋
ね
た
。
皆
が
是
認
す
る

中
、
唯
一
人
成
佐
だ
け
が
他
人
を
損
じ
て
自
ら
を
安
ん
ず
る
こ
と
は
君
子
の
す

る
こ
と
で
は
な
い
と
頼
長
を
諫
め
た
の
で
あ
る
。
頼
長
は
こ
れ
を
聞
い
て
直
ち

に
漆
を
塗
り
、「
以
て
君
の
過
ち
を
諫
止
す
る
か
な
、
忠
直
両
つ
な
が
ら
に
備

ふ
」
と
君
た
る
頼
長
を
諫
め
た
成
佐
の
忠
義
で
正
直
な
さ
ま
を
称
え
て
い
る
。

ま
た
、
頼
長
は
成
佐
の
死
後
に
、
か
つ
て
自
分
を
諫
め
た
言
葉
を
思
い
出
し

て
記
し
て
い
る
。

〔
台
記
、
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
九
月
十
四
日
〕

故
成
佐
諫
曰
、
匈
奴
無
道
、
不
必
受
君
命
、
是
以
、
禅
閤
時
度
々
雖
有
其

議
、
不
能
果
遂
、
昔
孝
文
皇
帝
時
、
南
越
尉
他
自
立
為
帝

0

0

0

0

0

0

0

0

、
帝
召
責
他
兄

0

0

0

0

0

弟0

、
以
徳
懐
之

0

0

0

0

、
他
遂
称
臣

0

0

0

0

、
与
匈
奴
結
和
親

0

0

0

0

0

0

、
而
背
約
入
盗

0

0

0

0

0

、
令
辺
備

0

0

0

守0

、
不
発
兵
深
入

0

0

0

0

0

、
悪
煩
百
姓

0

0

0

0

、
漢
家
日
減
匈
奴
、
唯
以
仁
懐
之
、
未
得

以
威
畏
之
、
若
欲
果
其
事
、
基
衡
遂
不
聴
之
、
君
将
失
威
於
東
土
、
遣
嘲

於
後
昆
、
願
君
熟
察
焉
、
成
隆
朝
臣
俊
通
陳
曰
、
基
衡
以
本
数
進
年
貢
之

時
、
若
不
受
之
、
基
衡
必
増
之
、
縦
不
及
定
仰
之
数
、
何
無
所
増
、
亦
基

衡
必
阿
媚
奥
竃
、
運
不
増
之
籌
、
願
君
勿
和
親
矣
、
成
佐
曰
、
少
不
増
之
、

二
子
、
求
小
利
不
顧
、
君
若
従
其
言
必
有
後
悔
焉
、
余
従
成
隆
、
俊
通
之

諫
、
果
如
其
言
、
成
佐
所
言
雖
巧
、
慮
不
及
二
子
、

頼
長
は
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
に
父
の
忠
実
か
ら
譲
り
受
け
た
奥
州
の
五

つ
の
荘
園
（
高
鞍
、
大
曽
祢
、
本
良
、
屋
代
、
遊
佐
）
の
年
貢
を
増
加
す
る
よ

う
に
翌
五
年
藤
原
基
衡
に
要
求
し
、
少
な
か
ら
ず
年
貢
を
増
や
す
こ
と
に
成
功

を
収
め
た
。
以
前
忠
実
が
高
鞍
庄
の
年
貢
増
額
に
失
敗
し
て
い
た
経
緯
も
あ
り
、

そ
の
喜
び
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
成
佐
の
諫
言
よ
り

も
藤
原
成
隆
と
源
俊
通
の
言
葉
に
従
っ
て
よ
か
っ
た
と
得
意
満
面
に
な
っ
て
い

る
。成

佐
は
『
史
記
』
を
引
用
し
て
諫
め
て
い
る
）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
南
越
王
の
尉
佗

が
自
ら
尊
号
を
立
て
て
武
帝
と
称
し
た
が
、
孝
文
帝
す
な
わ
ち
漢
の
武
帝
は
徒

に
武
威
を
事
と
せ
ず
、
尉
佗
の
兄
弟
を
召
し
出
し
て
高
官
に
つ
け
て
尊
び
、
遂

に
尉
佗
は
徳
を
以
て
報
い
る
孝
文
帝
の
臣
と
し
て
、
毎
年
入
貢
し
た
と
い
う
。

成
佐
は
奥
州
を
「
匈
奴
」
に
喩
え
た
上
で
、
武
威
で
は
な
く
仁
で
も
っ
て
和
親

す
る
こ
と
を
説
い
た
。
頼
長
が
後
年
思
い
出
し
て
具
に
記
す
と
こ
ろ
に
、
こ
の

巧
み
な
言
辞
に
対
す
る
頼
長
の
思
い
入
れ
の
深
さ
が
窺
え
る
。

こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
頼
長
を
囲
む
諫
臣
と
、
成
佐
の
参
謀
役
と
し
て
の

働
き
ぶ
り
を
物
語
る
。
そ
し
て
、
成
佐
の
諫
諍
の
臣
と
し
て
の
性
格
は
『
続
古

事
談
』
の
説
話
を
考
え
る
鍵
と
な
る
。

田
村
憲
治
氏
は
『
続
古
事
談
』
の
末
世
意
識
と
諫
臣
に
つ
い
て
興
味
深
い
考

察
を
し
て
い
る
）
15
（

。『
続
古
事
談
』
に
は
、
皇
室
に
関
わ
る
数
々
の
宝
物
、
江
家

の
書
籍
、
舞
楽
の
伝
承
な
ど
が
失
わ
れ
、
摂
関
家
や
弁
官
、
臣
下
が
昔
と
は
異

な
っ
た
姿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
損
亡
説
話
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
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た
衰
亡
の
事
実
を
繰
り
返
し
記
す
こ
と
で
、『
続
古
事
談
』
の
編
者
が
末
世
た

る
今
の
世
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、『
続
古
事
談
』
に

諫
言
説
話
や
そ
れ
に
類
似
す
る
話
が
数
多
く
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
末

世
に
相
応
し
い
君
臣
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
図
を
読

み
取
っ
て
い
る
。

確
か
に
『
続
古
事
談
』
に
は
諫
言
に
関
わ
る
説
話
が
多
い
。
例
え
ば
、
巻
一

（
二
九
）
で
は
「
寛
平
の
御
位
の
時
、
菅
丞
相
、
君
を
い
さ
め
た
て
ま
つ
り
給
事
、

漢
土
の
賢
臣
の
諫
言
を
た
て
ま
つ
る
に
こ
と
な
ら
ず
」
と
あ
り
、
宇
多
天
皇
の

鷹
狩
り
を
諫
め
た
菅
原
道
真
を
漢
朝
の
例
に
擬
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
代
的
に

編
者
に
近
い
例
と
し
て
は
、
巻
二
（
六
〇
）
に
藤
原
長
方
が
平
清
盛
の
福
原
遷

都
を
批
判
し
た
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
『
続
古
事
談
』
の
成
立
か
ら
四
十
年

近
く
前
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
も
編
者
に
と
っ
て
は
最
早
過
去
の

事
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
巻
二
（
六
九
）
で
は
雑
人
が
頼

長
の
側
近
く
通
っ
た
の
を
見
て
、
令
明
は
「
世
の
く
だ
れ
る
事
、
あ
は
れ
に
て
」

涙
を
流
す
が
、
そ
れ
は
兄
忠
通
の
幼
い
頃
と
比
べ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
二
、
三
十
年
の
隔
た
り
で
も
、
時
代
の
変
遷
を
抱
く
に
は
十
分
な
時
間
で

あ
り
、
編
者
の
末
世
意
識
は
往
昔
へ
の
憧
憬
で
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
一
連

の
諫
言
説
話
は
末
世
の
理
想
を
示
す
一
方
で
、
諫
臣
が
居
た
過
去
と
そ
れ
が
失

わ
れ
た
今
を
語
る
、
謂
わ
ば
損
亡
説
話
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
成
佐
と
い
う
学
者
が
三
悪
道
に
堕
ち
た
話
も
、
賢
臣
た
る
こ
と

が
後
世
で
は
力
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
語
る
説
話
と
解
し
う
る
。

本
話
は
典
拠
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
説
話
の
採
録
に
際
し
て
『
続
古
事
談
』

の
編
者
が
意
図
的
に
頼
長
へ
の
言
及
を
避
け
た
と
断
ず
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

結
果
的
に
頼
長
の
影
が
消
え
た
こ
と
に
よ
り
、
諫
臣
の
堕
三
悪
道
譚
で
は
な
く

学
者
の
堕
三
悪
道
譚
と
し
て
読
ま
せ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
物
へ

の
説
明
も
な
い
た
め
、
成
佐
は
一
人
の
学
者
と
し
て
、
よ
り
一
般
化
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
成
佐
や
登
宣
と
い
う
人
物
を
ヒ
ン
ト
に
『
台
記
』
と
併

せ
読
む
こ
と
で
、
頼
長
の
師
で
あ
り
、
か
つ
才
学
に
秀
で
た
諫
臣
成
佐
の
堕
三

悪
道
と
い
う
末
世
意
識
の
含
意
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
閻
魔
王
が
疑
問
を
呈
し
、
成
佐
が
義
を
述
べ
る
と
い
う
構
図
は
、

頼
長
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
い
た
講
論
や
竪
義
の
様
子
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
経
書
に
関
す
る
問
答
や
議
論
に
よ
っ
て
経
学
修
練
の
た
め
に
行
わ
れ

た
。講

論
と
は
講
師
が
経
文
を
読
み
上
げ
、
通
常
二
人
の
問
者
が
そ
れ
に
対
し
て

難
詰
し
、
講
師
が
答
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
竪
義
と
は
探
題
が
問

題
を
選
定
し
、
竪
者
が
論
題
に
つ
い
て
義
を
立
て
、
五
人
の
問
者
が
発
し
た
複

数
回
の
問
難
に
竪
者
が
答
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
学
識
の
浅
深

や
理
非
を
明
ら
か
に
し
、
経
書
理
解
を
深
め
る
た
め
の
儒
学
的
論
義
で
あ
っ
た
。

頼
長
は
僧
侶
が
行
う
論
義
を
参
考
に
し
、
仏
教
の
作
法
や
論
理
を
取
り
入
れ
た
。

実
際
に
、
僧
と
同
じ
よ
う
に
論
題
を
唐
音
で
読
み
（
久
安
二
年
八
月
二
十
一
日

条
）、
学
者
た
ち
に
僧
の
下
で
論
義
の
音
曲
を
習
わ
せ
た
り
、
僧
と
一
緒
に
論

義
を
さ
せ
た
り
し
た
（
久
安
三
年
七
月
二
十
四
、
二
十
六
、
二
十
七
、
二
十
九

日
条
）。
ま
た
、
僧
が
頼
長
の
開
い
た
講
論
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
り
、
僧
侶

と
学
者
の
交
流
の
中
で
、
仏
教
の
作
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
講
論
を
行
っ
て
い
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た
。成

佐
も
僧
と
共
に
論
義
を
行
い
、
そ
の
作
法
を
身
に
付
け
て
い
た
（
久
安
三

年
七
月
二
十
九
日
条
）。
ま
た
、
成
佐
は
講
論
で
講
師
や
問
者
を
数
多
く
務
め
、

竪
義
で
は
記
録
に
残
る
全
三
回
の
内
、
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
八
月
二
十
一

日
と
久
安
二
年
八
月
二
十
一
日
に
探
題
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
、
講
論
の
中
心

的
役
割
を
担
い
、
儒
者
た
ち
の
中
で
も
擢
ん
で
た
才
能
を
発
揮
し
て
い
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
閻
魔
王
の
疑
難
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
成
佐
の
俗

世
で
の
学
才
が
冥
途
で
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
意
味
で
頼

長
を
中
心
と
し
た
学
問
の
敗
北
す
ら
意
味
し
て
い
た
。『
台
記
』
か
ら
説
話
を

読
む
こ
と
で
、
幽
冥
を
隔
て
れ
ば
生
前
の
知
識
や
弁
舌
が
全
く
役
に
立
た
な

か
っ
た
と
い
う
悲
劇
性
を
よ
り
強
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
16
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。

（
二
）『
古
今
著
聞
集
』
の
頼
長
供
養
と
『
台
記
』

次
は
、『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
を
考
え
る
た
め
に
も
、『
台
記
』
に
お
け
る

成
佐
の
死
の
前
後
を
見
て
み
た
い
。

頼
長
が
成
佐
を
崇
重
す
る
姿
勢
は
、
成
佐
が
病
気
で
亡
く
な
る
前
後
で
も
顕

著
に
見
ら
れ
る
。
久
安
六
年
十
一
月
五
日
に
頼
長
は
登
宣
を
使
い
と
し
て
成
佐

を
見
舞
い
、
同
七
日
に
は
病
床
の
成
佐
を
救
う
た
め
安
倍
泰
親
に
泰
山
府
君
を

祭
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
時
、
都
状
に
頼
長
の
名
を
書
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
同

月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
祖
母
藤
原
全
子
の
喪
に
服
し
て
い
た
た
め
、
成
佐
の
名

を
書
い
た
と
い
う
。
十
二
月
十
三
日
に
は
三
尺
の
薬
師
如
来
像
を
図
絵
し
、
薬

師
経
十
二
巻
を
摺
写
し
、
そ
の
外
題
を
自
ら
書
き
、
東
大
寺
得
業
覚
敏
を
導
師

と
し
て
成
佐
の
家
で
供
養
さ
せ
て
い
る
。
成
佐
は
両
足
が
大
い
に
腫
れ
、
出
家

を
望
ん
だ
が
、
頼
長
は
許
さ
な
か
っ
た
。
成
佐
は
有
忠
に
託
け
、
穀
物
は
食
べ

ら
れ
な
い
が
、
薯
蕷
粥
が
あ
れ
ば
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
の
で
、
頼

長
は
直
ち
に
薯
蕷
粥
を
煮
て
成
佐
に
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
十
六
日
に
も

薯
蕷
粥
を
成
佐
の
家
に
送
っ
て
い
る
。
同
月
十
八
日
に
は
師
で
あ
る
成
佐
の
家

に
自
ら
見
舞
い
に
行
く
こ
と
を
父
の
忠
実
に
請
う
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
同
月
二
十
八
日
に
は
成
佐
に
頼
ん
で
抄
出
さ
せ
て
い
た
『
毛
詩
正
義

論
義
』
の
草
案
の
草
子
十
六
帖
を
披
見
し
て
、
悲
嘆
に
堪
え
て
い
る
。
し
か
し
、

成
佐
は
そ
の
翌
朝
に
出
家
し
た
。
頼
長
は
『
論
語
』
子
罕
の
「
天
之
将
喪
斯
文

也
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
、「
天
の
文
を
喪
ぼ
す
、
嗚
呼
哀
し
き
か
な
」
と

成
佐
の
出
家
に
よ
り
文
が
滅
ぶ
こ
と
を
悲
し
み
惜
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
全
く

同
じ
言
い
回
し
は
大
江
家
の
書
籍
が
火
災
で
焼
け
た
時
に
も
使
わ
れ
て
お
り

（『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
三
年
四
月
十
五
日
条
）、
頼
長
に
と
っ
て
成
佐
の
出
家
は

江
家
の
書
籍
の
焼
亡
に
も
匹
敵
す
る
損
失
で
あ
っ
た
。
成
佐
は
久
安
七
年
正
月

一
日
の
夜
半
に
亡
く
な
り
、「
師
に
三
仮
有
り
」
と
三
日
間
の
休
暇
を
得
て
師

の
喪
に
服
す
こ
と
を
忠
実
に
請
う
た
が
、
近
代
は
籠
居
し
な
い
と
し
て
、
出
仕

す
べ
き
由
を
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
仁
平
元
年
三
月
二
日
に
登
宣
を
使
い
と

し
て
成
佐
の
喪
を
弔
う
た
め
、
そ
の
母
を
弔
問
し
て
い
る
。

説
話
の
後
半
に
記
さ
れ
る
頼
長
の
供
養
と
有
忠
の
夢
告
は
現
存
す
る
『
台

記
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
こ
の
結
末
が
『
台
記
』
に
記
さ
れ

る
頼
長
の
心
情
を
少
な
か
ら
ず
突
き
放
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
頼
長
の
追
善
が
ど
れ
ほ
ど
功
を
奏
し
た
か
は
明
ら
か
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で
な
い
が
、
成
佐
が
餓
鬼
道
に
い
た
と
い
う
結
果
か
ら
、
そ
の
効
験
は
決
し
て

大
き
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
編
者
の
橘
成
季
は
『
台
記
』

を
読
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
頼
長
の
師
へ
の
思
い
や
祈
り
が
報
わ
れ
な

い
と
こ
ろ
に
『
台
記
』
か
ら
距
離
を
置
い
た
編
者
の
筆
致
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
頼
長
の
供
養
が
余
り
効
果
を
発
揮
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。『
続
古
事
談
』
に
は
記
さ
れ
な
い
成
佐
の
「
法
師
が
か
た
ち
」
は
こ
の

疑
問
を
読
み
解
く
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
法
師
姿
は
死
の
直
前
の
出
家
を
反
映

し
た
姿
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
台
記
』
に
お
い
て
頼
長
は
成
佐
の
出
家
を
一
度

止
め
て
い
る
。
成
佐
ほ
ど
の
有
能
な
儒
者
を
失
う
こ
と
が
頼
長
に
と
っ
て
ど
れ

ほ
ど
の
損
失
で
あ
っ
た
か
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、
死
に
瀕
し
た
成
佐
の
願

い
を
斥
け
た
こ
と
は
頼
長
の
利
己
的
な
判
断
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、

成
佐
が
自
ら
の
後
世
に
向
け
て
仏
事
を
修
し
、
死
後
の
幸
福
を
祈
る
こ
と
を
妨

げ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
成
佐
の
堕
三
悪
道
の
契
機

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
供
養
の
効
験
が
芳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
に
は
頼
長
の
心
の
問
題
が

少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
頼
長
は
参
議
に
な
っ
た
兼

長
と
師
長
の
息
子
二
人
に
遺
誡
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
凡
そ
至
孝
の

志
有
ら
ば
、
能
く
王
事
を
勤
め
、
以
て
我
が
恩
に
報
い
よ
。
後
世
を
訪
ふ
に
至

り
て
は
、
望
む
所
に
非
ざ
る
者
な
り
」
と
記
し
て
い
る
（『
宇
槐
記
抄
』
仁
平

三
年
九
月
十
七
日
条
）。
す
な
わ
ち
、
頼
長
は
息
子
た
ち
を
戒
め
て
、
帝
王
の

た
め
に
力
を
尽
く
す
こ
と
で
親
へ
の
恩
に
報
い
、
自
分
の
来
世
の
安
楽
を
祈
る

必
要
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
天
皇
へ
の
忠
勤
に
よ
っ
て
親
へ
の
孝

行
に
代
え
る
と
い
う
頼
長
の
現
実
的
な
思
想
が
表
れ
て
い
る
が
、
一
面
で
は
仏

教
へ
の
不
信
感
す
ら
垣
間
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
頼
長
が
供
養
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
期
待
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
後
世
を
弔
う
こ

と
を
否
定
す
る
態
度
は
、
師
の
死
後
に
追
善
を
行
う
頼
長
の
姿
と
自
家
撞
着
を

来
し
て
い
る
。

花
園
天
皇
は
『
台
記
』
を
読
ん
だ
後
で
、
頼
長
の
人
物
考
証
を
記
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
頼
長
の
信
心
に
言
及
し
て
い
る
。

〔
花
園
天
皇
宸
記
、
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
二
月
十
三
日
〕

又
公
春
寿
考
事
致
祈
禱
、
而
遂
以
死
去
、
後
偏
不
信
仏
法
之
由
記
之
、
愚

之
甚
不
敢
可
言
、

秦
公
春
は
頼
長
の
随
身
と
し
て
寵
愛
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
が
、
頼
長
は
延

命
の
祈
り
も
空
し
く
公
春
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、「
後
に
偏
に
仏
法

を
信
ぜ
ざ
る
の
由
」
を
記
し
た
と
い
う
。『
台
記
』
の
こ
の
記
事
は
伝
わ
ら
な

い
が
）
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、
花
園
天
皇
が
「
愚
の
甚
だ
し
き
、
敢
へ
て
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
評
し
た

よ
う
に
、
仏
法
に
対
す
る
不
信
を
記
し
た
こ
と
は
頼
長
の
人
物
像
を
考
え
る
上

で
看
過
で
き
な
い
。

ま
た
、『
保
元
物
語
』
で
も
神
事
仏
事
を
疎
か
に
し
た
こ
と
を
頼
長
の
死
と

結
び
付
け
て
お
り
）
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、
頼
長
の
不
信
心
に
つ
い
て
は
『
台
記
』
に
断
片
的
に
表
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
後
世
、
あ
る
程
度
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、『
古
今
著
聞
集
』
で
語
ら
れ
る
供
養
の
失
敗



貴
族
日
記
と
説
話

一
三
九

は
頼
長
の
不
信
心
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。『
台
記
』
を
見

た
成
季
は
、
成
佐
と
頼
長
の
親
密
な
師
弟
関
係
や
、
仏
法
を
信
じ
な
い
と
ま
で

放
言
す
る
頼
長
の
人
物
像
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
師
姿

の
成
佐
や
頼
長
と
の
師
弟
関
係
を
説
話
の
中
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
台

記
』
に
表
れ
て
い
る
頼
長
の
不
信
心
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
頼
長
の
不
信
心

は
、『
古
今
著
聞
集
』
に
記
さ
れ
る
成
佐
の
仏
道
を
軽
視
す
る
態
度
と
も
通
底

す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
話
は
仏
法
に
対
す
る
不
信
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

五　

お
わ
り
に

成
佐
に
関
す
る
二
説
話
を
『
台
記
』
の
記
述
と
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、

あ
る
程
度
、
頼
長
周
辺
の
人
物
を
『
台
記
』
か
ら
捉
え
直
す
必
要
性
を
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
続
古
事
談
』
で
は
、
学
者
が
生
前

の
才
学
を
発
揮
で
き
ず
三
悪
道
に
堕
ち
た
話
か
ら
、
頼
長
の
諫
臣
が
三
悪
道
に

堕
ち
た
話
へ
と
解
釈
す
る
可
能
性
を
示
し
た
。
こ
れ
は
『
続
古
事
談
』
の
編
者

の
末
世
意
識
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、

頼
長
の
供
養
が
そ
れ
ほ
ど
効
果
を
得
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
頼
長
の
仏
教

に
対
す
る
不
信
心
と
い
う
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
台
記
』
と

い
う
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
の
意
図
を
浮
き
彫
り
に

し
、
説
話
内
容
の
奥
行
き
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
説

話
集
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
頼
長
と
い
う
人
物
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た

の
か
を
考
え
る
契
機
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
台
記
』
に
は
、
他
書
に
余
り
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
人
物
の
言
行
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
説
話

と
し
て
語
ら
れ
る
者
も
存
在
す
る
。
当
然
な
が
ら
成
佐
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、

他
に
も
菅
原
登
宣
、
秦
公
春
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
身
分
も

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
頼
長
と
の
緊
密
な
結
び
付
き
に
よ
り
地
位
を
保
持
し
て

い
た
が
、
こ
う
い
っ
た
人
々
の
登
場
す
る
説
話
の
理
解
に
は
『
台
記
』
が
欠
か

せ
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
）
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仮
に
こ
の
よ
う
な
頼
長
周
辺
を
源
泉
と
す
る
説
話
を
「
頼
長
淵
源
説
話
」
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
『
台
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
、
新
た
な

視
座
で
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
古
事
談
』
と
『
古

今
著
聞
集
』
の
他
に
も
、『
古
事
談
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』、『
今
物
語
』
に

は
頼
長
淵
源
説
話
と
見
做
し
う
る
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に

は
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
が
、『
台
記
』
か
ら

改
め
て
捉
え
直
し
、
解
釈
す
る
こ
と
で
説
話
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
契
機
と
な

り
う
る
だ
ろ
う
。

＊
引
用
し
た
本
文
は
、『
台
記
』（
保
延
二
年
十
月
〜
康
治
二
年
十
二
月
）
は
史
料
纂
集
、『
台

記
』（
康
治
三
年
（
天
養
元
年
）
以
降
）
と
『
宇
槐
記
抄
』
は
増
補
史
料
大
成
、『
続
古
事
談
』

『
保
元
物
語
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
古
今
著
聞
集
』
は
古
典
文
学
大
系
、『
尊
卑
分
脈
』

は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、『
魚
魯
愚
鈔
』
は
史
料
拾
遺
、『
論
語
』
は
新
釈
漢
文
大
系
、『
花
園

天
皇
宸
記
』
は
史
料
纂
集
に
拠
り
、
傍
線
・
傍
点
を
付
し
た
。
な
お
、
引
用
文
の
〈　

〉
は

割
注
を
表
す
。



一
四
〇

注

（
１
）　

以
下
、
書
名
を
省
略
す
る
。
但
し
、『
宇
槐
記
抄
』
は
抄
本
で
あ
る
た
め
別
に
書
名

を
記
す
。

（
２
）　

成
佐
の
「
泰
山
府
君
都
状
」
は
『
本
朝
文
集
』
巻
五
十
九
に
も
載
る
。

（
３
）　

小
島
小
五
郎
『
公
家
文
化
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
）
や
橋
本
義
彦
『
藤

原
頼
長
』（
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
に
は
成
佐
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、

説
話
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
４
）　

但
し
『
古
今
著
聞
集
』
二
七
四
は
『
御
遊
抄
』
所
引
。
磯
水
絵
氏
は
『
台
記
』
か
ら

『
古
今
著
聞
集
』
に
更
に
多
く
の
説
話
が
採
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
磯
水
絵

「『
古
今
著
聞
集
』
の
『
台
記
』
の
受
容
―
巻
第
六
、
管
絃
歌
舞
篇
第
七
を
中
心
に
―
」

『
歌
語
り
と
説
話
』（
新
典
社
、
一
九
九
六
））。

（
５
）　

神
戸
説
話
研
究
会
『
続
古
事
談
注
解
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
）
参
照
。

（
６
）　
『
台
記
』
で
は
他
に
「
四
天
王
寺
別
当
法
橋
信
永
」
と
も
（
仁
平
三
年
五
月
二
十
一

日
条
）。

（
７
）　

例
え
ば
、
鎌
倉
本
・
金
刀
比
羅
本
は
「
菅
給
料
登
宣
」、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵

本
は
「
典
厩
療
の
り
の
ぶ
」、
半
井
本
は
「
菅
給
断
盛
宣
」、
古
活
字
本
は
「
管
旧
料
業

宣
」
と
あ
る
（
武
久
堅
『
保
元
物
語
六
本
対
観
本
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
））。

（
８
）　

成
佐
の
出
家
と
死
去
は
『
台
記
』
久
安
六
年
十
二
月
二
十
九
日
条
と
久
安
七
年
正
月

二
日
条
、『
本
朝
世
紀
』
仁
平
元
年
正
月
二
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　

例
え
ば
、
頼
長
が
源
師
頼
か
ら
江
家
の
説
に
よ
っ
て
『
漢
書
』
を
読
み
授
か
っ
た
こ

と
は
、『
今
鏡
』「
飾
太
刀
」
や
『
古
今
著
聞
集
』
巻
八
（
三
〇
六
）
に
記
さ
れ
て
有
名

で
あ
る
。

（
10
）　

本
文
は
「
十
三
人
」
と
あ
る
が
、
列
記
さ
れ
る
名
は
全
部
で
十
二
。
誤
写
か
。

（
11
）　
『
台
記
』
で
は
康
治
元
年
九
月
九
日
以
降
に
「
秀
才
成
佐
」、「
文
章
得
業
生
成
佐
」
と

見
え
る
。

（
12
）　

注
（
２
）
橋
本
前
掲
書
。

（
13
）　
『
台
記
』
保
延
五
年
六
月
四
日
条
に
「
先
講
成
佐
詩
之
時
、
殿
下
頗
﹇　
　

﹈
吟
詠
、

其
句
云
、
見
粧
如
子
非
凡
種
、
以
邑
事
君
勝
衆
林
、
是
腰
句
也
」
と
あ
る
に
拠
る
。

（
14
）　
「
南
越
王
尉
佗
自
立
為
武
帝
。
然
上
召
貴
尉
佗
兄
弟
、
以
徳
報
之
。
佗
遂
去
帝
称
臣
。

与
匈
奴
和
親
。
匈
奴
背
約
入
盗
。
然
令
辺
備
守
、
不
発
兵
深
入
。
悪
煩
苦
百
姓
」（『
史

記
』
孝
文
本
紀
）
に
拠
る
。『
台
記
』
本
文
の
「
責
」
は
「
貴
」
の
誤
り
か
。

（
15
）　

田
村
憲
治
「
続
古
事
談
」『
説
話
集
の
世
界
Ⅱ
（
説
話
の
講
座
第
五
巻
）』（
勉
誠
社
、

一
九
九
三
）
参
照
。

（
16
）　

隔
生
即
忘
の
説
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
六
八
）
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
笑
話
的

で
あ
る
。

（
17
）　
『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
三
年
正
月
十
九
日
条
に
「
左
近
衛
府
生
秦
公
春
逝
去
す
。
愁
嘆
の

事
数
十
丁
に
及
ぶ
。仍
て
私
に
今
之
を
略
す
」
と
あ
る
だ
け
で
、該
当
す
る
記
事
は
残
っ

て
い
な
い
。

（
18
）　
「
氏
長
者
ニ
至
ナ
ガ
ラ
、
神
事
仏
事
疎
ニ
シ
テ
、
聖
意
ニ
叶
ハ
ザ
レ
バ
、
我
伴
ハ
ザ
ル

由
、
大
明
神
御
託
宣
有
ケ
ル
ト
ゾ
承
ル
」（『
保
元
物
語
』
中
「
左
府
ノ
御
最
後
付
大
相

国
御
歎
キ
ノ
事
」）
と
見
え
る
。

（
19
）　

例
え
ば
、
秦
公
春
は
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
（
三
七
八
）、
巻
十
五
（
五
〇
三
）
の
他
、

『
今
物
語
』（
一
四
）
に
も
説
話
が
載
る
。


